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・法人名   「社会福祉法人 尚栄福祉会」（平成２２年 7月 1日に認可） 

       理事長  奥村 尚三 

 

・園名    「すこやか溝口保育園」（平成２５年４月 1日開園） 

       園長 奥村 もと子 

 

・所在地・電話番号 

       〒213-0001  川崎市高津区溝口２－３１－１ 

       TEL ０４４－５４３－８１２０ FAX ０４４－５４３－８１２１ 

 

・保育の種類  通常保育、延長保育、障害児保育 

 

・園児の基本定員、クラス名   

 

 

 

 

      

※ 川崎市の基準範囲内で人数の変動があります。 

 

・保育所の運営方針 

◎開 園 時 間  午前７時より午後８時までの（２時間の延長保育）保育を行ないます。 

◎短時間認定     コアタイム 午前８時３０分から午後４時３０分まで（８時間保育） 

◎一時預かり保育   保護者の就労や病気など保護者の事情により、ご家庭での育児が困難な、お子

さんを一時的に受け入れ保育を行います。（午前８時３０分より午後５時ま

で・週３日以内または月１４日以内） 

◎障 害 児 保 育   ハンディキャップのある児童の生活習慣支援と保護者の就労維持をサポート

します。 

◎地 域 交 流 保 育  園庭・園内開放、公園交流保育を通して地域の子育て中の保護者にサポートな

らびに情報の提供を心掛けます。 

◎体験者の受け入れ  保育専攻の大学、短大、専門校の実習生の受け入れ、地域小中高生、一般ボラ

ンティアの体験学習などを受け入れます。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 

クラス名 らっこ ぺんぎん とびうお あしか いるか くじら 

児童数 ６名 １８名 ２１名 ２５名 ２５名 ２５名 
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保育所の保育方針 

◎通常通所児童◎ 

◆保護者とともに児童が健全に育つサポートを行う。 

◆利用者のニーズに応える最善の保育、教育を行う。 

◆母子、父子間の愛情の増進に努める保育を行う。 

◆家庭とともに児童の生活リズムを整える活動を行う。 

◆児童の人間としての大きさの拡大をはかる保育を行う。 

◆安全管理・環境衛生管理を向上させ、児童の健康管理に努める。 

◆児童の知性、理性、感性を育てる保育を行う。 

◆自動が本来持つ運動機能を伸ばす保育を行う。 

◆人に対して、動植物、物に対して愛情と思いやりを育む保育を行う。 

◎一時保育児童◎ 

◆児童の情緒の安定を図り保育を行います。 

◆心身のゆとりのある保育を行います。 

※保護者のメンタルケアへの配慮 

 

本園の保育目標 

＊ 健康な子ども 

   児童の運動の充実を図り心身の強化に努める。 

   年間を通して薄着、裸足で過ごす。 

   乳児期の環境を清潔に保ち、身体の管理のもと健康維持に努める。 

＊ 自立心と自主性をもつ子ども 

   より多くの体験、経験をする、自己判断による行動をする機会を持つ。 

   物事に積極的に係わる心を育てる。 

   自信を持って積極的な自己表現を行う。 

＊ 生活習慣を身に付けた子ども 

   あいさつを言語、態度で表現する。 

   食事、排泄、衣服等の一般生活習慣が年齢に即した自己管理をする。 

   手洗い、うがい、睡眠などの健康管理が年齢に即した自己管理をする。 

＊ 豊かな心と表現力を持つ子ども 

   お友だちと仲良く一緒に遊べる子ども。 

   人に対して優しく、人の気持ちを理解し行動する子ども。 

   自然や動植物等に興味を持ち共存を考えられる子ども。 

   様々な物に対して、又機会において自己の感性、個性を表現する子ども。 

   発想力と情操の豊かな子ども。 

＊ 食への興味を持つ子ども（食育） 

   空腹感、満腹感を知り食べることに意欲を感じる。 

   色々な食材を食べ、味覚を感じる。 

   色々な食材が有ることを知り、調理に興味を持ち体験を行う。 

   食材を栽培や収穫、買い出しなどの体験を通して興味を持つ。 

   簡単なテーブルマナーを知り、食事を楽しむ。 

＊ 知識の向上を探る 

   言語による表現力、交流術を身に付ける。 

   音楽による表現力、交流術、鑑賞力を身に付ける。 

   絵画、造形物による表現力、鑑賞力を身に付ける。 

   自然、動植物の生態、特徴などを知る。 

   数、大小、高低、広い狭いなどの対照を含めて知る。 

   自分の体を知り、鍛え運動に繋げる。 
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・ 年齢別の保育目標 

細かい目標は、色々ありますが、一つの柱としてお考え下さい。 

０歳児 

○ 環境に慣れる。体を動かす。手足の指を使う。意欲的に食べる。口、舌を使う。 

○ 身体の衛生面を保つ。熟睡できる環境を作る。成長に合わせた食事の内容、量を与える。 

  成長に合わせた排泄を行う。 

 

１歳児 

○ 人間関係の環境に慣れる。自己の欲を前面に出す。手足を使った遊びをする。会話を楽しむ。 

○ 自我の目覚めに合わせた環境を与える。 

 

２歳児 

○ ごっこ遊びを行う。自分で着脱を始める。言葉の内容に興味を持つ。 

○ リズム遊びを取り入れる。自分の物、他の物、貸借を行う。紙を折る切るなど手を加えた変化を楽

しむ。 

 

３歳児 

○ 一般生活の自立が育つ。体力がつく。リズム遊びが身につく。 

○ 外遊びになれる。動植物を日常に取り入れる。排泄の自立を促す。 

 

４歳児 

○ 自己主張を行う。色々な表現法が高まる。 

○ ルール遊びを取り入れる。 

 

５歳児 

○ 責任感を持つ。自己判断能力が高まる。協調性が身に付く。 

○ 個人、団体の各種スポーツ、ゲームを行う。季節、自然を生かした遊びをする。 

 

・給食とおやつ 

  幼児（３～５歳児） 

 幼児の給食は、ホールに行き全員が同じ場所で食べます。内容は、市から指定されたメニューと園独

自の物を組み合わせたメニューで、園内で作られています。出されるものは、おかず、くだもの、汁物

になります。主食も保育園で用意しますので、完全給食になります。おやつは、週 3回の手作りと市販

物をおりまぜたものに成ります。 

   

  乳児（０～２歳児） 

 乳児の給食も完全給食と呼ばれ主食も出され、各年齢の部屋で摂ります。おやつも幼児と同様になり

ます。 

 授乳時のミルクの種類は、一般的に市販されているものであれば園で用意します。冷凍母乳の持ち込

みも可能です。離乳食も段階に分かれて出されます。 

 

  除去食、アレルギー食 

 そのお子さんの状況に応じて行われますのでご相談の上行います。 
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・保育園の一日 

 

 ７：００  開園  早出園児登園 

順次  自由遊び 

 ８：３０      一般園児登園 

 ９：３０  全園児体操  園庭・屋上・ホール・テラス 

お部屋で乳児おやつ 

おやつ終了後、乳児一斉活動 

体操終了後、幼児一斉活動 

１１：３０  乳児昼食    各保育室 

１２：００  幼児昼食    １階食堂 

１２：４５  乳児お昼寝 

１３：００  幼児お昼寝 

１４：４０  目覚め準備（カーテンを開けます） 

１５：００  目覚め      おやつ 

１６：００  一斉保育終了 

１６：３０  乳児・幼児ごとの自由遊び 

１７：００  一般園児降園 

１７：３０  延長保育児補食  幼児１階ホール 乳児保育室 

１８：００  長時間保育児降園 

１８：３０  延長保育児降園 ０.5型 

１９：００  延長保育児降園 １型 

１９：３０  延長保育児降園 １.5型 

２０：００  延長保育児降園 ２型 

 

 

・新入園児導入期間の保育時間 

       （乳幼児とも） 

１日目  月  日（ ）8:30~10:00 

２ 〃   月  日（ ）   〃 

３ 〃   月  日（ ）8:30~11:00 

４ 〃   月  日（ ）8:30~12:00 

５ 〃   月  日（ ）   〃 

６ 〃   月  日（ ）8:30~15:00 

７ 〃   月  日（ ）8:30~16:00 

８ 〃   月  日（ ）以降は平常保育 

 

※ お子さんが他園に通われていた場合でも慣らし保育を導入しています。 

  お子さんにとって負担のかからない環境の移行をご考慮下さい。 
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・年間の主な行事予定 

月 行   事 備   考 

４月 入園式（クラスごと記念集合写真） 

 （新入園児保護者は、出席） 

幼児 クラス別懇談会 

乳児 クラス別懇談会 

 

５月 こどもに日音楽会 園庭開放 

６月 保育参観 

全園児健康診断・歯科検診☆ 

園庭開放 

 

７月 プール開き ☆ 

七 夕   ☆ 

園庭開放 

８月   

９月   梨もぎ ☆ 

  運動会 

 

 

１０月   乳児 個人面談 

  幼児 個人面談 

  全園児健康診断 ☆ 

  保育参観 

  虫の音楽会 ☆ 

 

 

１１月   クッキング ☆ 

  移動動物園 ☆ 

園庭開放 

１２月 クリスマス生活発表会 

ケーキ作り ☆ 

  御用納め 

 

１月   御用始め 

お餅つき 

猿回し ☆ 

園庭開放 

２月   節分  ☆ 

  幼児 クラス別懇談会 

  乳児 クラス別懇談会 

観劇 ☆ 

園庭開放 

 

３月   ひなまつり ☆ 

卒園の会 

（１は、園児たちのお別れ会）  

（２は、年長児と保護者のお別れの会 

    年中児は参加） ☆ 

新年度準備 

 

 

 

 

＊ 毎月、お誕生日会、身体測定、０、１歳児健康診断、避難訓練を行っています。 

＊ ２歳以上児健康診断は年３回行っています。 

＊ 年 2回、7月・12月に交通安全指導を行っています。 

☆印は保護者の参加は有りません。 
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園での生活に必要な持ちもの 

（シーツカバー）  乳児（０才～２才） 

＊シーツカバー上下一枚ずつ、色柄に指定はありませんが自分の物が区別できるような布を使用して

下さい。 

 ＊布団と園用のシーツカバーは園に用意してあります。 

幼児（３才～５才） 

＊幼児のお昼寝はベット形式になります。 

＊シーツはベットのサイズに合わせて作成して頂きます。 

 

0歳児の持ち物 

  お知らせばさみ（必ず目を通しお家での様子を記入して下さい。夏期プール入水確認の押印有り） 

  着替え  （各３枚以上、未使用の場合も毎日お持ち帰り頂きます。） 

  バスタオル（２枚 午睡用） 

  名前記入済ビニール袋（汚れ物を入れます。） 

  口拭きタオル （３枚） 

 オムツカバー （お子さんの状態に合わせ枚数をお持ち下さい。また紙おむつ利用の方は             

         不要です。紙おむつも名前を書いて持ってきて下さい。） 

  パジャマ袋（お子さんが出し入れしやすい、開け口の大きな綿製のきんちゃく袋） 

 パジャマ （購入される方は、上下離れているものにして下さい。） 

  体温計（毎日、登園時に検温を行って頂きます） 

 

1歳児の持ち物 

  お知らせばさみ（必ず目を通しお家での様子を記入して下さい。夏期プール入水確認の押印有り） 

  着替え  （各３枚以上、未使用の場合も毎日お持ち帰り頂きます。） 

  バスタオル（２枚 午睡用） 

  名前記入済ビニール袋（汚れ物を入れます。） 

  口拭きタオル （１枚） 

 オムツカバー （お子さんの状態に合わせ枚数をお持ち下さい。また紙おむつ利用の方は             

         不要です。紙おむつも名前を書いて持ってきて下さい。） 

  パジャマ袋（お子さんが出し入れしやすい、開け口の大きな綿製のきんちゃく袋） 

 パジャマ （購入される方は、上下離れているものにして下さい。） 

  コップ（とってのある物にして下さい） 

  園庭履き （通園で履いている靴とは別のものにして下さい。お子さんの足にあった物。） 
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２歳児の持ち物 

  お知らせばさみ（必ず目を通しお家での様子を記入して下さい。夏期プール入水確認の押印有り） 

  着替え  （各３枚以上、未使用の場合も毎日お持ち帰り頂きます。） 

  バスタオル（２枚 午睡用） 

  名前記入済ビニール袋（汚れ物を入れます。） 

  口拭きタオル （１枚） 

 オムツカバー （お子さんの状態に合わせ枚数をお持ち下さい。また紙おむつ利用の方は             

         不要です。紙おむつも名前を書いて持ってきて下さい。） 

  パジャマ袋（お子さんが出し入れしやすい、開け口の大きな綿製のきんちゃく袋） 

 パジャマ （購入される方は、上下離れているものにして下さい。） 

  コップ（とってのある物にして下さい） 

  園庭履き （通園で履いている靴とは別のものにして下さい。） 

  歯ブラシ （お子さんの口にあったサイズにしてください。） 

  お手拭き （お手拭きは、ハンドタオルかフェイスタオルを半分に切ったサイズの物を 

使用します。角に紐をつけてタオルかけに掛けられるようにして下さい。 

         尚タオルは毎日持ち帰り洗って頂きますので３枚位あると便利です。） 

 

幼児の持ちもの 

  通園カバン（お子さんがその日、園で使用する物を入れてきます。携帯した状態で両手が使え、大

きすぎるものは不可） 

  園庭履き （通園で履いている靴とは別のものにして下さい。） 

  お便り帳 （園で一括して用意します。） 

  着替え  （通常、上下各２枚、園に置いて下さい。） 

 コップ  （持ち手のあるマグカップの割れない物にして下さい。） 

 コップ入れ袋 

  パジャマ袋（お子さんが出し入れしやすい、開け口の大きな綿製のきんちゃく袋） 

 パジャマ （購入される方は、上下離れているものにして下さい。） 

 歯ブラシ （お子さんの口にあったサイズにしてください。） 

  お手拭き （お手拭きは、ハンドタオルかフェイスタオルを半分に切ったサイズの物を 

使用します。角に紐をつけてタオルかけに掛けられるようにして下さい。 

         尚タオルは毎日持ち帰り洗って頂きますので３枚位あると便利です。） 

  バスタオル（２枚 午睡用） 
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★             運営主体 

名  称 社会福祉法人 尚栄福祉会 

所 在 地 川崎市高津区二子５－１４－５６ 

電 話 番 号 ０４４－８１２－００８８ 

代 表 者 職 氏 名 理事長 奥村 尚三 

★             施設概要 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 すこやか溝口保育園 

施 設 の 所 在 地 川崎市高津区溝口２－３１－１ 

電 話 番 号 ０４４－５４３－８１２０ 

施 設 長 奥村 もと子 

受 入 年 齢 

（ 延 長 保 育 ） 

生後５か月～小学校就学前 

（０才児は生後８ヶ月経過を目安・新入園児は一か月経過後） 

利 用 定 員 乳児 ６人 １・２歳児 ３３人 ３歳以上児 ５１人 

開 設 年 月 日 平成２５年４月１日 

★             設備の概要 

（1） 園舎等の概要 

敷 地 面 積 １６０８.77㎡ 

園舎の構造・規模 鉄骨造２階建て 

園 舎 面 積 ９９８.０６㎡ 

園 庭 面 積 ８６０㎡ 

（2） 主な設備 

設備 部屋数 面積 備考 

乳児室 (0 歳児 ) １室 ４０．37㎡  

乳児室 (１歳児 ) １室 ６３．72㎡  

保 育 室 ４室 ２１５．24㎡  

遊戯室（ホール） ２室 １７０．88㎡  

一 時 保 育 室 １室 ４６．63㎡  

医 務 室 ２室 １３．84㎡  

調 理 室 １室 ４６．37㎡  

事 務 室 １室 ３６．35㎡  

★        職員の職種、職員数及び職務の内容 

職種 員数 職務内容 

園長 １人 園務の統括 

主任保育士 １人 保育の統括、保護者の育児相談、地域の子育て支援 

保育士 １９人 保育業務 

看護師 １人 保育業務、健康管理業務 

栄養士 ２人 栄養管理、献立作成、給食調理 

調理員 １人 給食調理 

事務員 １人 事務 

※上記職員の員数等は、利用する子どもの歳児と人数によって、実際の配置と異なる場合があります。 
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★          施設の運営方針及び目的 

  すこやか溝口保育園（以下「当園」という。）は、児童福祉法第３９条の規定に基づき、以下の運

営の方針に従って、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的

とします。 

（1） 当園は、保育の提供にあたり、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進

することに最もふさわしい生活の場であるよう努めます。 

（2） 当園は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携

の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育園における環境を通して、養護及び教育を一体的

に提供します。 

（3） 当園は、利用する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りなが

ら、利用する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行います 

 

★         保育の提供を行う日及び行わない日 

当園が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとします。 

ただし、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は休園となります。 

 

★           保育の提供を行う時間 

  当園が保育の提供を行う時間は、次のとおりとします。 

（1） 保育標準時間認定を受けた子どもの場合 

   ７時から１８時の範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要とする時間を

勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初、一定期間、児童が集団保育に慣

れるために、保育の提供を行う時間を短くする「ならし保育」がありますので、御協力をお願いし

ます。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、２０時までの

範囲内で、時間外保育を提供します（時間外保育の利用にあたっては、市町村にお支払いいただく

通常の保育料の他に、別途時間外保育料及び補食代が必要となります）。 

（2） 保育短時間認定を受けた児童の場合 

８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他保育を必要とする時間を勘

案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初、一定期間、児童が集団保育に慣れ

るために、保育の提供を行う時間を短くする「ならし保育」がありますので、御協力をお願いしま

す。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、７時から２０

時までの範囲内で、時間外保育を提供します（時間外保育の利用にあたっては、市町村にお支払い

いただく通常の保育料の他に、別途時間外保育料が必要となります）。 

 

★            提供する保育等の内容 

  当園が提供する保育等の内容は、次のとおりとします。 

（1） 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

上記項目「保育の提供を行う日及び行わない日」及び「保育の提供を行う時間」に記載する日及

び時間において、保育の提供を行います。 

（2） ３歳以上児への主食の提供 

３歳以上児に対しても、別途主食代を受領し、主食の提供を行います。 
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（3） 一時保育事業の実施 

８時３０分から１７時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他保育を必要とする時間を勘

案し、当園と協議のうえ個別に決定します。 

 

★   保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額 

（1） 特定教育・保育に係る利用者負担額（保育料）支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定

める保育料をお支払いいただきます。 

（2） その他保育等の提供に要する実費徴収額等 

（1）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を御負担いただきます。 

 お支払方法は、別途お知らせします。 

 

★        利用の開始及び終了に関する事項 

（1） 当園の利用は、市町村から特定教育・保育の実施について委託を受けたときに、開始するものと

します。 

（2） 当園の利用は、利用する子どもが小学校に就学するとき、利用する子どもの保護者が児童福祉法

その他の関係法令に定める保育を必要とする要件に該当しなくなったとき、又は、その他利用の継

続について重大な支障もしくは困難が生じたときに、終了するものとします。 

 

延長をされる保護者へ 
・ 延長保育の申込みは、ご利用になる月の初めの日、１週間前には保育園に提出して下さい。 

・ 延長保育をお申し込みになっても、利用者が多数になり保育不可能な際はお断りすることがござい

ます。 

・ 新入園児の延長保育利用は入園後１ヶ月経過してから受け入れを行っています。 

特段の理由のある方は、担任にご相談下さい。（ならし保育期間に、園長面接を行います。） 

・ ０才児は生後８ヶ月経過を目安にしたお子さんから受け入れをします。（ひとり座り等出来るお子さ

ん以上） 

・ おむつを使用しているお子さんは延長保育専用に紙おむつをご用意して下さ。（名前をフルネームで

マジックを用い前方に書いて、園用ロッカーに入れて下さい。） 

・ 延長保育利用料金は月額で別表１の記載されたとおりになります。 

・ 毎月頭初に集金袋をお配りしますので、ご兄弟複数居らしても、児童１名に対して１袋ごと、玄関

にある延長保育料ポストにその月の２０日までに投入して下さい。（保育料を滞納する方は、その後

の延長保育の利用が出来なくなる場合がございます。） 

・ 「短時間認定」で入園されている方はコアタイム外のお預かりは延長保育時間が３０分毎に月額 

（１，０００円）が加算されます。例（１時間延長は１型料金プラス２，０００円加算） 

※ 延長児の補食は、１７時４５分頃に摂っています。 

・ 延長保育登録児でその日の日程が変わり降園時間を変更される方は早めに電話にてご連絡下さい。 

１７時００分以降、延長保育の申込みを頂くと補食の摂取は出来ません。 

・ お仕事以外での延長保育利用は出来ません。 

 

 

 

 

 



 12 

★『別表１』 

受領する費用の種類 支払を求める理由 金額 

延長保育料 

（補食代含む） 

延長保育に要する費用の一部を御負担いた

だくもの 

延長保育時間が３０分毎に利用料金が変動 

１８:００〜２０:００まで 

延長保育時に提供する補食代を実費で御負

担いただくものを含む 

 

月額表示 

１８:３０まで２,５００円 

１９:００まで３,５００円 

１９:３０まで５,５００円 

２０:００まで６,５００円 

ただし、被保護世帯及び市民税非課

税世帯は免除 

延長保育スポット料 
１８:００以降で１日だけの料金 

◎２０:００以降は受けてません 

３０分ごとに５００円 

◎遅刻はその日の料金×２ 

主食代＋副食費 
３歳以上の児童に提供する給食を実費で御

負担いただくもの 
月額６,０００円 

（1,500 円＋4,500 円） 

消耗品代 年間に消耗する生活用品 年額１,１００円 

保健衛生費 使い捨てウエットタオル等の使用 月額 ６００円 

★『別表２』 

※企画により金額が変動します。野外活動は任意の参加です、その都度の不参加の際はお申し出ください。 

受領する費用の種類 支払を求める理由 金額 

親子遠足（２歳児～） 交通費・入場料・使用料等の実費 ２,０００円程度から 

年長児お泊り保育 

１泊２日 

交通費・入場料・宿泊費・食事代   使用料

等の実費 
 １０,０００円程度 

バス遠足（４歳児） 
バスを使用しての野外活動を行う 

入場料等を含む 園の補助約３割 
（年 1 回程度）１，０００円 

バス遠足・野外活動（５歳

児） 

バスを使用しての野外活動を行う 

入場料等を含む 園の補助約３割 
（年 2 回程度）１，０００円 

★『別表３』 

※企画により金額が変動します。特別行事は任意による参加です、年度当初に意向の確認があります。 

受領する費用の種類 支払を求める理由 金額 

観劇会 園の約２～４割補助を除く実費負担 約５００～１,２００円 

音楽会 園の約２～４割補助を除く実費負担 約７００～１,１００円 

移動動物園 園の約２～４割補助を除く実費負担 約７００～９００円 

猿回し 園の約２～４割補助を除く実費負担 約２５０～４００円 

梨もぎ 参加する実費負担 約６００～時価＋電車賃 

エンジョイ（体操教室） ３～５歳児対象の特別保育（任意参加） 約３,０００円（年間） 

ＥＣＣ（英会話教室） 

２～５歳児対象の特別保育（任意参加） 

５歳児は４月～１２月まで 

２歳児は１月～３月のみ（任意参加） 

5 歳児約４,０６０円（年間） 

3・4 歳児約５,８００円（年間） 

2 歳児約１,７００円（年間） 

★『別表４』 

以降は、保育・教材として使用する備品等（金額は業者の価格変動等により変更されます） 

受領する費用の種類 支払を求める理由 金額 

カラー帽子 野外保育時に６年間使用 ６５０円程度 

領集袋 教材費等集金時に６年間使用 １９０円程度 

お便りファイル ２歳児までの連絡用紙入ファイル ４４０円程度 

名札 園外保育時・行事等５年間使用 ４００円程度 

クレパス１２色 絵画等に使用２年間使用 ５１０円程度 

はさみ小 造形等に使用２年間使用 ３３０円程度 

クレヨン１６色 絵画等に使用卒園まで使用 ６２０円程度 

粘土 造形等に使用卒園まで使用 ３５０円程度 

粘土ケース 造形等に使用卒園まで使用 ４５０円程度 

はさみ大 造形等に使用卒園まで使用 ４９０円程度 

縄跳び縄 体操指導等に使用卒園まで使用 ５００円程度 

ピアニカホース リズム保育等に使用卒園まで使用 ５３０円程度 

のりケース 造形等に使用卒園まで使用 ２００円程度 
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粘土板 造形等に使用卒園まで使用 ６４０円程度 

食事用エプロン 離乳食期間に使用 ５００円程度 

自由画帳 自由保育等１歳児より使用 毎年４００円程度 

お便り帳（シール込） 幼児の保育・保護者連絡に使用 毎年６４０円程度 

月刊絵本 保育の教材として 毎月３８０～５１０円程度 

園服 行事・園外保育等に着用 ８,２５０円程度 

体操着 上 体育指導・園外保育等に着用 ２,７００円程度 

体操着 下 体育指導・園外保育等に着用 ２,２００円程度 

 

★   当園の管理下の児童の怪我、急病等の基本的対応 

当園は、特定教育・保育の提供を行っているときに、利用する子どもに体調の急変が生じた場合や

事故が発生した場合には、速やかに当該子どもの保護者及び市に連絡をするとともに、当該子どもの

かかりつけの医療機関のほか以下の医療機関に受診させる等の必要な措置を講じるものとします。 

受 診 医 療 機 関 ① 医療機関名：二子新地ひかりこどもクリニック 

診療科：小児科 

所在地：川崎市高津区諏訪１－３－５ 

電話番号：０４４‐８４４－９０５８ 

受 診 医 療 機 関 ② 医療機関名：山下歯科医院 

診療科：歯科 

所在地：川崎市高津区溝口１－２４－５ 

電話番号：０４４‐８４４‐４６１８ 

受 診 医 療 機 関 ③ 医療機関名：総合高津中央病院 

診療科：外科・内科 

所在地：川崎市高津区溝口１－１６－７ 

電話番号：０４４‐８２２‐６１２１ 

１、怪我の場合 

   ・怪我に応じた手当てをする。 

・その日のうちに保護者に状況を伝える。 

   ・必要に応じて、帰宅後の様子を聞き、怪我の状態を確認する。 

２、病気の場合 

     発熱３７．５℃以上又は、通常体温より１℃以上上昇した時点又は伝染性病気等、処置を急

ぐものは保護者に連絡、降園を伝える。 

３、怪我、急病で病院にいく場合 

（１）救急を要する場合は、１１９番へ連絡する。救急車が来るまで安静にしておくことを確認す

る一方、保護者に連絡する。 

（２）病院に連れて行く場合 

・ 保育園で連れて行く場合は、状況によっては、行く前に保護者に現状を伝え、掛かりつ

けの医師があれば確認する。 

・ 保護者が連れて行く場合には、出来うる限り職員も同行する。 

（３）保育園での怪我や事故は保護者に対して説明する。 

  

子どもが行方不明になった場合 

１、子どもが行方不明になった場合は、次の手段を講じる。 

・ 所轄の警察へ連絡する。 

・ 保護者へ連絡する。 

・ 主管課（保育課）へ連絡する。 
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★         非常災害発生時の対応 

非 常 時 の 対 応 

職員、園児各々が災害の状況に合わせ身を守り、指示を待つ。 

職員はお散歩リック出席簿を持ち、次の行動に備える。点呼 

建物の外に出る際は、避難方向を確認の上、退出。点呼 

避 難 ・ 備 蓄 用 品 

・避難用リュック   有  ・備蓄米・食糧   有 

・ミネラルウォーター 有  ・懐中電灯     有 

・非常用電源     有  ・毛布       有 

緊急時の伝言方法 
ホームページ緊急連絡ページを使用します。 

緊急時災害用伝言ダイヤルを用います。 

避 難 場 所 

久本小学校（川崎市高津区溝口４－１９－１） 

１、避難しうる災害・・大雨、強風、落雷、台風、火災、地震 

２、避難場所 

・ 第１避難場所 施設内避難 

・ 第２避難場所 園庭避難 

・ 第３避難場所 広域避難場所（溝口南公園） 

・ 第４避難場所 広域避難場所 

         （久本小学校、高津中学校、高津高校） 

・ 第５避難場所 広域避難場所（多摩川※火災、地震のみ） 

※ 第３～第５避難 消防署、警察署、保護者に連絡 

   ・天災（地震等）の地域全体に及ぶ災害の時のお迎えは基本

的には、親の判断にお任せします。 

   ・尚、天災時の連絡は、ホームページをご確認ください。 

３、園外避難の判断 

   １、園長、主任（その際、施設内最高責任者）の判断におい

て必要とした時 

   ２、川崎市、所管警察署、消防署の支持があった場合別 

・緊急連絡は当法人ホームページに災害時のみ表示されます。 

 

★          虐待等の防止のための措置 

当園は、利用する子どもの人権の擁護と虐待の防止を図るため、責任者を設置する等の必要な体制

の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。 

 

★          苦情、要望等に係る相談窓口 

当園では、苦情・要望等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当 園 相 談 窓 口 ・苦情受付担当者 主任 永岡 敦子 

・苦情解決責任者 園長 奥村 もと子 

苦情・要望等の御相談は、直接又はお電話にて担当者までお申し

出ください。また、御意見箱も御利用ください。 

第 三 者 委 員 松岡 由美子 
電話番号 ０４４－７５５－２２７１ 

役職・肩書等  わかばの杜保育園 園長 
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★           利用者に対する保険内容 

当園では、以下の保険に加入しています。 

保 険 の 種 類 日本スポーツ振興センターの児童災害共済 

保 険 の 内 容 対人賠償 ２,８００万円まで 

   

保 険 の 種 類 あいおいニッセイ同和損保 

保 険 の 内 容 対人賠償 １名につき１億円まで（１事故につき１０億円まで） 

財物賠償 １００万円まで（１事故につき） 

 

★          その他利用にあたっての留意事項 

禁止事項・制限事項 

・車での送迎は御遠慮ください。 

・当園では、川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬は行い

ません。 

・他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動はお

止め下さい。 

 

★         当 園 園 医 の ご 紹 介 

当園で定期的に行なわれている児童の検診を行なって頂いています園医の先生です。 

（小児科医） 

    氏   名  宮川 桂子（みやがわ けいこ） 

    病 院 名  二子新地ひかりこどもクリニック 

    病院所在地  川崎市高津区諏訪１－３－１５ 

    ＴＥＬ   （０４４）８４４－９０５８    

 

（歯科医） 

    氏   名  山下 哲司（やました てつじ） 

    病 院 名  山下歯科医院 

    病院所在地  川崎市高津区溝口１－２４－５ 

    Ｔ Ｅ Ｌ  （０４４）８４４－４６１８ 

 

 

・保育料 

  川崎市の算出表による、所得税額に対する割合で算出されますのでご家庭の所得により金額は変わ

ります。所得は、一世帯の合計金額です。 

 

・その他にかかる費用 

  保育園のしめすものになります。 

 

・入所の申請方法 

  現在お住まいになっている区又は、地区の福祉課（福祉事務所）にて申請をして下さい。 

  申請用紙は、各福祉課（福祉事務所）においてあります。 

  

 


